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予算決算委員会総務文教分科会会議記録 

（令和２年度決算審査） 

１．開催日 令和３年１０月７日（木） 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 渡辺拓道座長、大上和則副座長、原田豊彦委員、 

隅田雅春委員、安井博幸委員、森本富夫議長 

４．欠席議員 なし 

５．会議に付した事件 

認定第１号 令和２年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

６．議事の経過 

 

渡辺座長  開議宣告、開議 

 

 

■企画総務部 

日程第１ 認定第１号 令和２年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

秘書課 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

安井委員    秘書費について、渉外担当職員として警察ＯＢの方に実際年間にそ

の方でないと対処できないトラブルが何件ぐらいあったのでしょう

か。 

企画総務部   渉外担当職員が対応しなければならないトラブルとしては、令和２

年度におきましては９７件対応しております。その内容につきまして

は、窓口で大きな声が出ている方への対応補助ですとか、電話での苦

情や、日常的に市役所にお越しになっていて、大きな声は出ないので

すけれども、サポートが必要な方に付き添って対応するといった内容

の対応を年間通じて行っております。 

安井委員    私が想定していたよりも御活躍いただいいるのがよくわかりまし
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た。ただその方が休まれている日は、そういったトラブルがあった場

合、どのように対応されているのでしょうか。 

企画総務部   週４日の勤務になっていますので、公休日には、対応が出来ないの

ですけれども、秘書課に電話がかかってきて対応してほしいというよ

うなことがあった場合には、秘書課の職員が直接対応出来なくても、

様子を見に行ったり、事後の対応が必要であれば、後日、渉外担当職

員がその課から聞き取りをして、その事後の対応に当たるなどの対応

をしておりますが、すぐの対応というのが休日には出来ませんので、

そこは課題かと思っております。 

安井委員    休日のとき、残りの方で対応するのは大変だろうと思いますが、そ

れをどのようにしていくのが今後いいのかと思ったものですから質問

させていただきました。また各支所の窓口や健康福祉センターなどの

出先でトラブルがあった場合、どのように対応されているのでしょう

か。 

企画総務部   以前にもそのような例はありましたが、健康福祉センターなどで長

時間の居座りがある場合は、電話をもらってそこへ駆けつけたことも

ありましたし、支所では、しょっちゅう来られる方で、大体何曜日に

来られることが多いということが情報としてわかっておりましたら、

前もって来られそうな日、時間帯に待機して、対応に当たってもらっ

たこともあります。すぐにというのはなかなか難しい面はあるのです

が、できるだけ支所やそういった出先の機関でも対応できるように配

慮しております。 

隅田委員    市長会負担金の件ですが、例えば兵庫県市長会負担金は６０万８，

０００円となっておりますが、主にこの市長会負担金はどういうこと

に使われているのか、説明をお願いしたいと思います。 

企画総務部   市長会は全国、近畿、兵庫県、阪神丹波と各範囲において市長会が

あるのですけれども、例えばお尋ねの兵庫県市長会には事務局がござ

いまして、そこで働いておられる専属の職員さんもおられますので、

そういった方の人件費や総会などの会議の開催費用などが主な費用と

なっております。 

大上副座長   兵庫五カ国交流会議について、もう少し詳細な説明をお願いしたい

のですが、もともとの発端でいうと、５市町がこういった交流事業を

進めていこうということで会議が設立されたのですか。また今後も継

続的に事業を行われようとしているのかお伺いします。 

企画総務部   兵庫五カ国交流会議につきましては、合併以前から続いている組織
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でありまして、篠山町が加入していた組織を受けて、引き続き交流事

業を続けているものです。３年ほど前に各市町も合併に至りまして、

自治体の形態が変わってきたということもありまして、このままこの

交流会議を続けていくべきかどうかということも、まず担当課長会を

開催して、協議のテーブルに乗ったのですけれども、実際に課長会で

集まって協議をし、また首長さんの御意見も吸い上げたところ、でき

る範囲で継続して、この交流事業を続けていこうということになりま

した。そこで一旦、廃止してもいいのではないかという町の御意見も

あったのですが、協議の結果、継続に至ったということで、現在続い

ております。 

大上副座長   ホストみたいな形で５市町が持ち回りでその業務を行っていると思

いますが、例えばふるさと産品交流事業でしたら、丹波篠山から特産

品を持って行って販売しておられると思いますが、その成果について

はどのように感じられていますか。 

企画総務部   事務局を５市町で持ち回をしておりまして、産品交流、またグラウ

ンドゴルフ大会も会場のローテーションを組んで、開催市を持ち回っ

ています。産品交流については、各市町の特産品を持ち寄って、丹波

篠山市で開催の際には、味まつりの会場に各市町の産品を持ち寄って

いただいて販売をいただくという、ＰＲを兼ねた産品の販売をしてい

ただいたのですけれども、遠いところから各市町の特色のある産品を

持ち寄っていただきますので、来られたお客様には好評で、売行きも

好調でした。淡路島でしたらタマネギですし、但馬香美町でしたら魚

介類をお持ちいただいておりましたし、特色の異なった産品を一緒に、

合同で販売することで、イベントを盛り上げて、お客様にも喜んでい

ただくという成果は出ております。しかしながら経済的な効果といっ

た成果までは検証出来ておりませんが、交流の一環としての成果は上

がっていると思っております。 

隅田委員    私は兵庫県市長会の担当課というのが、例えば知事の秘書課の中に

あると思っておったのですが、県庁の組織の外に別の団体としてある

という認識でいいのでしょうか。 

企画総務部   おっしゃるとおりでして、県庁の組織の外に外部団体として兵庫県

市長会という事務局が存在しておりまして、専属の職員さんを含め、

神戸市からの出向の職員さんが事務局長なられるのですけれども、ブ

ロックごとにも、各市町で職員を派遣しておりまして、派遣した職員

の持ち回りで、２年任期ごとに交代して事務局を担っておられる組織
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になっております。 

渡辺座長    これまでから何回か指摘もさせていただいているのですけれども、

脱原発をめざす首長会議の件について伺います。これまでからこの首

長会議には、公金支出は検討されるほうがいいのではないかというよ

うな意見もさせていただいてきたわけでございますけれども、令和２

年度にそういった検討はどのようにされたのかということを質問させ

ていただきます。 

企画総務部   脱原発をめざす首長会議につきましては、座長に御指摘いただいた

ことも含め、検討はしてきたのですけれども、市長にも直接相談しま

して、今後どのようにこの会議の取扱い、取組を進められますかとい

うことで聞きましたところ、引き続き自分自身は、意識をもってこの

会に加入した上で活動したいということを市長自身は思っておりまし

たので、そこは市長の意向を踏まえないといけないと思ったのですけ

れども、なかなか会議に参加出来ていない部分もありましたので、そ

こをどうされますかということで聞きましたところ、令和３年度は総

会がオンラインで開催されましたので、市長はぜひ出席するというこ

とでオンラインでの総会に出席しまして、そこでの発言もしながら参

加をしました。ただ公費での扱いにつきましては、市長自身が、引き

続きこのままでやっていきたいという意向は持っておりましたので、

私費での会費ということには、今のところ難しいのかなという判断を

しまして、引き続き一般会計でという、相談の上なのですけれども、

そのような判断に至っております。ただ、今後、座長から前にも指摘

いただいたように、現職の市長さんの加入人数が大分減っておりまし

て、県内でも現在、加西市、養父市、丹波篠山市の３市となってしま

いましたので、他市の状況も踏まえながら、公費での支出が妥当かど

うかということを引き続き検討したいと思います。 

渡辺座長    原発もなくてエネルギー需給が出来たらそれはいいことなので、総

論は誰も反対はしないかと思うのですけれども、各論的な部分でいろ

んな、多様な意見があることは事実ですし、今年の活動も見ています

と、処理水の海洋放出について反対する緊急声明みたいなものを出さ

れております。やはりだんだんと政治色が強くなってきているなとい

うことを感じておりまして、市長が参加したいというのは別に構わな

いのですけれども、私が問題としているのは、市長が自分でお金を払

って政治活動として参加される分には何も問題はない。ただ、市民の

中でもいろんな、多様な意見がある中で、公費として出し続けるとい
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う部分については、これは課題があるのではないかと思います。海洋

放出についての緊急声明については今年７月に出ていますけれども、

その辺りについて今年度の公費支出について、２年度はいいとして、

３年度も公費で本当に支出するのが妥当なのかどうかについては、自

分が参加したいからということで公費を出すというのは別の話で、そ

の辺りについては、市長の意向があるので公費を出すというものでは

ないので、そこはきっちり整理をしてもらわないといけないと思いま

すので、引き続き検討をお願いしたいと思います。意見です。 

隅田委員    市長室一般開放観光大使謝金ですが、観光大使はこれまでから市長

室一般開放の時にお手伝いいただいていたのか、令和２年度だけだっ

たのか。また観光大使は、いつごろ、どのようなことをされたのか、

観光大使が参加することによってどういうふうな効果があったのか、

その辺りの説明をお願いしたいと思います。 

企画総務部   お花見の時期の市長室一般開放につきましては、観光大使さんにＰ

Ｒしていただくいい機会だということで、令和２年度だけではなくて、

もう１年前からお世話になっております。観光大使に来ていただくの

は、土・日曜日の閉庁時の御案内で、職員もいるのですけれども、観

光客の皆様が多くお越しのときに、観光大使さんの制服を着て御案内

いただいて、お花見の場所の御案内だけではなくて、観光パンフレッ

トなどもたくさん置いておりますので観光案内もあわせて、そこで歓

談していただいたり、丹波篠山市をＰＲしていただくという良い機会

になっておりまして、一緒に写真をお客様も撮られたり、大変喜んで

いただいて、よいＰＲをしていただいています。 

隅田委員    土日何時間ぐらい観光大使はおられたのでしょうか。 

企画総務部   午前午後と３時間ずつお世話になっておりまして、１日いてくださ

る大使さんもおられれば、用事があるので半日交代していただく方も

ありまして、３時間３時間の１日６時間お世話になっております。 

安井委員    功労者表彰費について、昨年の表彰式の写真を拝見すると、３０人

近い人が写っているのですが、女性は４人くらいです。もう少し女性

の人の割合を高めるような功労者表彰にしていかないと、よくないの

ではないかと思ったりもします。いろんな分野での基準があるでしょ

うから、それに適合した人が選ばれているということだとは思います

が、ただ男社会だという感じを受けてしまうので、その辺は、今後、

配慮されたほうがいいと思ったりもするのですが、いかがでしょう。 

企画総務部   御指摘いただいたとおり、昨今、審議会などの委員さんにも女性を
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登用ということで進んでおりますので、功労者表彰にもできるだけ女

性を表彰するということは大事な視点だと思うのですが、推薦の基準

が一定ございまして、市の審議会などの委員会で８年以上お世話にな

った方を表彰しますので、昨年度でしたら、民生委員児童委員を長く

していただいた方ですとか、再生計画推進委員をしていただいた方な

どには、比較的女性の方がいてくださって、表彰させていただいたの

ですけれども、そのスタートの時点でいろんな役についていただいて、

女性の方が活躍いただいて、その結果最後に表彰をさせていただきま

すので、まずはいろんな方に市の協力的な役割を担っていただくこと

も大切ですし、推薦の際には、こちらも女性をできるだけ表彰できる

ような視点で、推薦を各担当課からも上げてもらうように働きかけた

いと思います。 

 

 

総務課 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】  

安井委員    特定定額給付金事業について、今説明いただいたのでは９９．７％

支給したということでしたが、逆に言うと０．３％は支給出来ていな

いわけで、その０．３％は１２０人ぐらいになると思います。１２０

人分ということは、１，２００万円ほど配れていないということじゃ

ないかと思うのですけれど、その１，２００万円ほどは国に返したと

いうことなのですか。 

企画総務部   未支給の方につきましては、申請そのものがなかった方、あるいは

自ら辞退を届けられた方で、支給が出来ていない方につきましては、

全額国庫に返納しております。 

安井委員    予算は、例えば１００％で計上しておられると思うのですけれど、

実際９９．７％でしたら差額が出ると思いますが、予算額と決算額が

あんまり変わらないのですが、これは未支給額の差が予算額と決算額

の違いと理解していいのでしょうか。 

企画総務部   決算説明資料に記載の予算現額と決算額の差ですが、予算につきま

しては補正予算で減額していますので、決算額に近い金額になってお

ります。 
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隅田委員    特別定額給付金事業について、委託先として３社があるのですが、

一番気になるのが旅行業者ということで、そこに高額の委託料で申請

書の開封や、審査・データ入力等を委託されています。これは国から

の指示の随意契約なのでしょうか。それともこういう事案に対する公

募を行って旅行業者が業務委託をとられたのか、その辺りの経過につ

いて説明をお願いします。またこの旅行業者の部門の中に、観光のほ

かにそういう部門を持っておられるのか、その辺りの説明もお願いし

たいと思います。 

企画総務部   旅行業者との委託契約でございますが、これは国のほうから、今回

の特別定額給付金の支給に関する事業につきましては、緊急性が高い

ということから随契で構わないという指針が出ておりましたので、今

回の委託につきましては、随意契約ということにしております。その

旅行業者がこの業務委託に当たって、専門の部署等を設けられている

ということはないのですけれども、今旅行の需要の落ち込みで非常に

余剰の人員があって、こういった形での受託に注力をされておられた

ということで、そのスキルもございましたので、近畿日本ツールスト

に発注をさせていただきました。 

隅田委員    兵庫県内の他の自治体でも、旅行業者を活用したという事例は御存

じでしょうか。 

企画総務部   特別定額給付金の事業について、兵庫県内であったかどうか把握出

来てないのですけれども、それより前の、例えばプレミアムつき商品

券などの事業、いわゆる行政が担っているような事業に対して、旅行

業者さんとして実績はございました。 

隅田委員    市として旅行業者を利用されたのは、例えば国や県からの紹介の中

に入っておる事業所という認識でいいのでしょうか。 

企画総務部   今回につきましては、県などからこの事業者ということではなくて、

もちろん営業にこられたということもあるのですけれども、ほかいろ

いろ委託先を考えていた中で、規模的に丹波篠山市の業務を受託いた

だけるのがベストだということで、緊急性もございましたので、限ら

れた時間の中でそういう判断をさせていただいたということです。 

隅田委員    旅行業者への委託額が約１，４００万円となっておるのですが、こ

の業務が終了してから他市ではどのぐらいの費用がかかったのかとい

うような調査はされたのでしょうか。この金額が多いか少ないかはわ

からないのですが、丹波篠山市としては約１，４００万円かけて給付

事業をした。ほかの市町はどうだったのかといった検証はされている
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のでしょうか。 

企画総務部   今回のこの委託先について、他の自治体がどういったところへ委託

をされたか、また委託の金額が幾らだったかというのは、調査、検証

というところまで出来ていないのですけれども、庁内で各部署横断的

に人を集めて、職員だけで日々割当てを行って交代しながら、業務を

進めていったという自治体もあると聞いております。また、委託をし

たところもあると聞いていますが、具体的にどういった委託先で、ま

た委託額が幾らであったというところまでは、検証に至っておりませ

ん。 

渡辺座長    当時、定額給付金を急に配らないといけないということで、全国的

にも旅行業界さんが事務に手を挙げられるというような報道も流れて

いました。本市の場合も旅行業者さんにお世話になったということで

理解させていただいたのですが、急なことであったとはいえ、大事な

国のお金でもありますので、今回も丁寧にしていただきましたが、今

後も引き続き丁寧にお願いしたいと思います。 

隅田委員    職員研修費について、全国地域リーダー養成塾や篠山イノベーター

ズスクールに派遣されておるということで、この派遣された方から報

告書は出されておるのでしょうか。またその報告書をほかの職員が活

用できるというような状況になっておるのか、その辺りの説明をお願

いしたいと思います。 

企画総務部   報告書という形では出ていなくて、本来でしたら、毎年２月に報告

会を開きまして、職員を呼んでその報告を聞くという会を、どちらの

分も行っておるのですけれども、今回２月にコロナで集まることが出

来ないということで、報告会はまだ出来ておりません。またイノベー

ターズスクールは、本来でしたら年度内に終了するものなのですけれ

ども、研修自体がコロナで少しずれ込んでしまって、終了したのが６

月か７月ぐらいと聞いておりますので、どちらも報告会としては今回

出来ておりませんので、今後機会をつくってお話を聞くことはしなけ

ればいけないと思っております。 

隅田委員    そういう形で研修の成果を共有してもらったらと思います。 

安井委員    職員研修費について、負担金補助及び交付金のところに丹波公務能

率推進協議会分担金とあるのですが、丹波公務能率推進協議会とはど

ういう組織なのか説明をお願い出来ますか。 

企画総務部   丹波公務能率推進協議会の組織ですが、これは旧町時代からですけ

れども、現在丹波篠山市と丹波市とが、一部事務組合もあるのですけ
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れども、共同で設置しまして職員の研修計画を立てまして、その中で

事務局が２年ごとに代わっておりますけれども、それぞれ各市で事務

局を持つようにしまして、その協議会の中で研修計画を立てまして、

双方の職員をそこに派遣をしているという状況でございます。 

安井委員    職員自主研修補助金として１３名分が支出されていますが、研修や

講習などを受講する場合は何％補助されるのですか。 

企画総務部   補助率としては１００％で、４万円を上限としております。 

森本議長    職員研修費ですが、自主研修が１３名と説明いただいたところでご

ざいますが、職員研修も本当に各個人の能力の開発、また意識の啓発

等、非常に大事なことであると思うところでございます。たしか滋賀

県のＪＩＡＭですか、そこから年間研修計画が回って職員さんの参加

をというようなことを、見さしてもらっていますが、その中で４５０

名を超える職員さんの中で、もう少しそこだけ限らず、研修に行きた

い、自分の能力を高めたいという積極的な手挙げがいただけないもの

かなと思っています。それをむしろ促す、そして補償する。逆に新し

い、例えば部署を替わられた職員さんに、この研修に行って君の能力

を伸ばしてくれというような風土といいますか、その辺担当部署とし

て、職員の自由なる羽ばたきといいますか、能力アップを促している。

それでさらに促していく取組みを何か考えておられましたらお願いし

ます。 

企画総務部   人材育成につきましては、職員の研修というのが肝になってきます

ので、総務課といたしましても積極的に職員には各種研修に参加して

ほしいと考えております。総務課では年間計画を立てまして、主査、

主事級または係長級、管理職といった階層別の研修を設けております。

その中で総務課としては、これだけは絶対行ってほしいという研修を

設けまして、こちらが職員を指名いたしまして研修に参加させている

部分と、手挙げ方式ということで、全国的な研修所という部分でも職

員に紹介をいたしまして、できるだけ多くの職員に行ってほしいとい

うことで促しております。自主研修のほうも、先ほど申し上げました

４万円を上限に補助をしまして、できるだけ自らの意思で研鑽に努め

てほしいということで、そういうメニューをつくっております。毎年

同じような職員が手を挙げてくれるのと、なかなか手が上がらない場

合があるんですけれども、総務課としては、全ての職員が積極的に研

修に自ら参加してくれるようなそういう土壌、雰囲気づくりに今後も

積極的に努めていきたいと考えております。 
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森本議長    今よりさらに厳しい状況になる中、地方自治体の生き残りは職員さ

んの頑張りにかかっておると思っております。プレッシャーをかける

わけではありませんが、職員さんのレベルアップにしっかりと取り組

んでいただきますように、そして本人が行きたいと積極的に手を挙げ

ていただける職場風土といいますか、当然仕事の調整も大事なことで

すが、その部署でカバーするから行ってこいと、皆で送り出せるよう

な職場環境づくりをよろしくお願い申し上げます。 

隅田委員    職員厚生事務費について、ストレスチェックを行われたということ

で、その結果はどのような傾向なのか。安心していい結果なのか、少

し心配するところがあるのか、その結果についてお願いしたいと思い

ます。 

企画総務部   ストレスチェックでございますが、まず対象者が臨時職員と正職員

合わせまして８６６名おりまして、そのうち実際に受験をしたのが７

６０名です。その中で高ストレスに該当したのが５９名ということで、

該当率が全体の７．８％という結果でした。国の基準が１０％でござ

いますので、それよりは低い数字なのかなと考えております。また高

ストレスの中で特に気になる者は、希望すれば産業医の面談を受ける

ことが出来ますので、７名の者が実際に面談を行いまして、総務課の

人事担当は、その結果を聞いて伝えております。特にその内容につき

ましては、人間関係であったり、仕事の責任などのいろいろな理由が

あるわけでございますが、特に心配がある部署につきましては、配置

換えを打診したりという案件が１件ございました。またその結果につ

きまして、全体で集団分析をしておりまして、例えば部ごとに業務が

多いということでストレスが高まっているかなど、そういったことを

分析しまして、そちらのほうを各部長のほうにお伝えしております。 

隅田委員    国の平均の１０％よりは低いということですが、７．８％の高スト

レスの職員がおられるということで、これからもできるだけ減らせる

ような適切な対応をよろしくお願いしたいと思います。 

次に視聴覚ライブラリー事業について、まるいのＴＶの平均視聴回

数が月３６３回ということで、多いのか少ないのかわかりませんが、

私の感覚では少し少ないのかなというような気がするのですが、これ

の視聴回数をふやせるような努力というのは、これまで意識的に何か

されたことはあるのでしょうか。 

企画総務部   隅田委員の御指摘のとおり視聴回数は決して多くはありません。ラ

イブラリーとして努力しているのは、職員関係に周知してできるだけ
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見ていただきたい、関係各所にまた広めていっていただきたいという

ことをしています。それ以上のことになると予算的な課題もあり、発

信をしていくということが必要になってくるのかなと考えておりま

す。 

隅田委員    今年から地域振興課等も出来ましたし、せっかく手間をかけて撮影

してつくっておられますので、庁内の組織の力をおかりして、各自治

会なり、またどういうところにアピールしていけばいいのか、またそ

の地域の人たちが見てくれる話題をどう汲み上げたらいいのか、私も

知恵はないのですが、視聴回数は１，０００回、１，５００回、２，

０００回というふうな形で、少しこの３６３回は市の職員全員が視た

回数よりも少ないということにもなるのではないかと思いますので、

中身のことと、市の組織の活用等、今後検討をよろしくお願いしたい

と思います。 

企画総務部   現在まるいのＴＶにつきましては、本年度出来ましたブランド戦略

課とも広報的な部分で連携をしながら、また創造都市課とも連携をし

ながら、企画総務部として地域おこし協力隊の活動などをまるいのＴ

Ｖの番組の中で紹介させていただく等をしておりまして、今後、ＰＲ

を積極的に進めまして、できるだけ多く視聴者がふえるように努めて

まいりたいと思います。 

渡辺座長    視聴覚ライブラリー事業ですが、先ほど委員からユーチューブの話

も出ていました。視聴覚ライブラリーの取組というのは旧西紀・丹南

から引き継いで、丹波篠山市として継続して行っていますが、この取

組は全国的にも本当に稀といいますか、非常に本市として特徴的な取

組が今も継続されてきています。これまでからの蓄積もありますし、

現在も、係長を中心に非常に質の高いコンテンツを制作し続けていた

だいているのですが、それがなかなか伝え切れていない部分があるか

なと思っていまして、これだけお金かけてやっていて、非常に大事な

ものが蓄積されているのに、もっと活用してもらうようなことを１回

思い切って取り組んだほうがいいのではないかと思っています。具体

的に言うと、今ＬＩＮＥも始めてもらっていますし、あわせて何か１

年間ぐらい継続して、チャンネル登録をしてもらえるようにインセン

ティブを与えるような取組です。今後また、コロナを経験した次の社

会づくりみたいな形で、国のほうもおそらく補正予算も組んでくれる

と思いますし、そういったものも活用しながら行政の情報伝達みたい

な形でブランド戦略課として取り組んでいただいて、最低まずは登録
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１，０００を目標に広告収入をもらえるようにすることが第１段。次

に１万人に登録してもらうと横に広がっていくと思うので、そのあた

りまでかなり意識的にインセンティブを与えて、登録してもらったら、

何か商品やサービスが受けられるというようなことを思いっきりやっ

てみることで、この事業の予算自身も倍にも３倍にも価値が出てくる

のかなと思いますので、今回は決算の話なのですけれども、今年から

ブランド戦略課が新たに出来ましたし、部長のほうとして、その辺り

どういうような形で取り組んでいこうという方向にあるのか、先ほど

ブランド戦略という話も総務課長から出ましたので、現状のコンテン

ツの活用についての考え方みたいなものを少しお伝え願えればうれし

いと思います。 

企画総務部   今御質問いただきましたように、これまでの取組の中でブランド戦

略課という話も出てきましたが、ブランド戦略課、あるいは創造都市

課と連携しながら、情報コンテンツの作成というものを現段階で創意

工夫をしながらやっています。特に、広報力を持っているブランド戦

略課、また情報提供能力というか、市民の皆さんがどういうふうに活

動していただいているかというようなことを伝える意味での内容の意

味で創造都市課のほうから地域おこし協力隊やワクワク農村などの取

組をリアルに、関心を持っていただけるような形で取り組んでいると

ころではございます。座長からありましたように、広報としてどうい

うふうに考えていくかというふうに考えたときに、文書で丹波篠山市

の広報紙を活用して広報していくということになりますと、これはタ

ーゲットが非常に年齢的には高くなっていたりするようなケースも出

てきていますし、一方でＬＩＮＥを活用したり、あるいはユーチュー

ブを活用していくと、比較的若い方々にということで、市政の中では、

非常に若い方々にもう少し市政のことをしっかり知っていただいてこ

れからそういう現場で地域づくり、まちづくりに参画いただく、これ

からを担っていただくという非常に大事な方々だと思っておりますの

で、ＬＩＮＥの活用あるいは映像関係の活用というものは、非常に重

要になってくるのかなと思っています。そういう意味で、先ほどここ

で１回思い切ってというお話もございましたので、そういった御意見

も踏まえながら、検討させていただけたらと思っております。こうい

う情報力が非常に大事だという認識はしておりますので、これをどう

いうふうに生かしていくか、過渡期というか、私どもの遅れている部

分があろうかと思いますので、御提案を機会にしっかりと検討させて
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いただけたらと思っております。 

渡辺座長    登録が増えると横に広がっていきますので、まずは仕掛けを何か考

えてもらえたらと思いますので、意見ということでお願いします。 

 

 

創造都市課 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

安井委員    企業振興・誘致促進費について、事業の効果として、「市内企業の工

場拡張に向けた土地利用調整を行った」とありますが、もう少し具体

的にどういうことをされたのか教えていただけますか。 

企画総務部   土地利用調整につきましては、市内企業であります大山下にござい

ます平和発條株式会社の工場拡張の案件がございまして、農地を転用

いたしまして、工場の拡張計画を実施されることから、その土地利用

の調整を行ったものでございます。 

渡辺座長    企業振興・誘致促進費について、中央地区のほうも令和２年度は、

精力的にお取組いただいたのですけれども、令和２年度の取組を経て

現在の進捗をお伝え願えたらうれしいと思うので、よろしくお願いし

ます。 

企画総務部   中央地区については、２社が立地の方向で今進んでおりまして、１

社については岡本銘木さん、もう１社についてはまだ公表しておりま

せんが、後ほどまた議会等へも報告させていただきたいと考えておる

ところです。中央地区については今２社が固まったわけなのですけれ

ども、犬飼初田地区につきましては現在１社から問合せ等がありまし

て、地元の協議会等にも話を、今持ちかけているところです。今後、

全体的な区画で建設するということではなしに、一部区画を区割りし

て、建設を希望するという話がございます。その中でどのような形で、

今後区割りをして売買をしていくかというところと、単価等について

もきっちりと決めた上で、企業さん等との調整も必要だというところ

で、今、犬飼初田協議会で進めておるところです。 

企画総務部   まず１社につきましては、現在、都市計画法に基づく開発の申請を

行われておりまして、この１０月か１１月中には許可が出る見込みで

あるということは確認をさせていただいておりまして、その許可が出
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次第、工事に着手される予定となっておりまして、１１月ごろから企

業さんによる工事が行われる予定です。もう１社につきましては、現

在、１０月末を目標に、開発の事前協議に向けた書類を準備されてお

りまして、周辺の地区説明ということで、周辺の自治会に説明をされ

たり、土地利用の計画を最終的に上げられている状況でございます。 

隅田委員    ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動推進事業について、私も多く

の人から丹波篠山はいいところだ、移り住みたいという声を伺います。

ニキ・ローレケさんもそうですが、丸山に住んでアトリエで頑張りた

いということです。先日も神戸市で歯医者をされていて、不動産もた

くさん持っておられる方が丹波篠山に移りたいと思って今いろいろ探

しているといった話をされていて、観光客からも非常にいいところだ

という高評価を私個人として聞きます。ブランド戦略課が丹波篠山市

の公式ＬＩＮＥを開設されました。そのおかげで、私もこれまであま

り見なかった市長日記もよく見るようになったのですけれど、そこに

丹波篠山に移住、転入を考えておる人に向けて、こういう物件がある

とか、こういうふうな古民家ですとか、紹介できるように簡単にアク

セスできるようなものがあれば、もっと情報提供はしやすく、また移

ってきたいと思う人も、もっと現場へ見に来れるようになるのではな

いかと思うのですが、丹波篠山市の公式ＬＩＮＥの定住のための利用

というのは考えておられますか。 

企画総務部   現在のところは、ＬＩＮＥが市の情報発信手段というところもあり

まして、その確立が今進んでおるところです。この定住促進につきま

しては、現在のところそこまでは今協議はしていないのですけれども、

ただ発信する方法としては、非常にＳＮＳ、ＬＩＮＥも重要なところ

かと考えております。定住促進のいろんな手法についても、新しいい

ろんな方法で取組をされているところもございますので、丹波篠山市

としましても、今隅田委員がおっしゃるとおり、その辺りももう少し

十分に研究した中で、できるだけ多くの方に見ていただけるようなそ

ういうＬＩＮＥを使っての情報発信というのも必要かと思いますの

で、十分検討していきたいと思っております。 

大上副座長   ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動推進事業の件ですが、高等学

校の通学支援の助成のことで支援をいただいた家庭の方からは、非常

に助かったという声も聞くのですけれども、その一方で少し不平等な

点もあるのではないかという声も実際に聞くところです。今市内の高

校の存続の考え方としては、大変理解はしているのですけれども、例
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えば自分自身が高校の進学を決めようとしたときに、専門的なジャン

ルの勉強がしたい、あるいはスポーツのことで、例えば野球でもサッ

カーでも、私学に行って何とか活躍したいといったそれぞれ目的があ

ると思うのです。この制度として、こういった助成をすることで幾ら

か成果が、そのことによって家庭が助かるということで、市内の高校

に行く子がふえているのだったら、それでよしなのですけれども、そ

うではないケースになっているのだったら、目的に本当に沿っている

のかなという点もあると思うのですけれども、その辺りについての見

解はいかがでしょうか。 

企画総務部   高等学校遠距離通学費補助金の件なんですが、その補助金を受けて

おられる方から、この補助金については、確かに交付をすることにつ

いては大変ありがたいという声も聞いておるところです。ただしこの

ことが即、高校進学率の向上につながっているかどうかということに

ついては、十分な検証は今出来ていない状況でもあります。ただ、今

教育委員会を中心として、高等学校への進学率の問題として、教育委

員会だけでなしに、例えば当課でありましたら、バスの運行について

もどのような形で取り組んでいったらいいのかということも１例とし

て考えているところです。高等学校の生徒さんへの補助金関係につい

ても、どのように皆さんが考えておられるかというところについては、

高校進学率の問題等を今考えている中で、あわせて確認させていただ

けたらというところで、今のところ詳しいデータ等は持っていないと

ころでございます。 

大上副座長   確かに高校の存続は大事なことなので、そういった取組は今後、検

討していただきたいと思うのですけれども、やはり他市の高校に行く

ことが、何かこう否定はされませんけれども、その対象が偏っている

というのはどうなのかという声はもちろんありますので、切り口をも

う少し違う理由づけに変えたりすると、市民が持つ感情もまた違うの

かなと思います。市内の高校に行く生徒はこれを認めるけれども、そ

うではないところは、そうではないというふうな何かそういった印象

も受けるという声も聞いたりするもので、切り口がうまく公共交通を

利用できる人に対する幾らかの支援というような形になったら、少な

くとも平等性も出てくるのではと思ったりするのですけれども、今後

の課題として、検討していただければということで、これはあくまで

も私個人の意見ですがよろしくお願いしたいと思います 

企画総務部   副座長から切り口、アプローチの仕方というお話がありましたが、
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市民の皆さん、あるいは保護者の方々や直接の関係者の方からすると、

教育の機会をどういかに平等に提供するか、それを行政としてどう支

援するかというお考えであるということはよく分かるところでござい

ます。一方で、この支援制度をふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動

推進事業の中の一つの大きな柱としてやってきたということにつきま

しては、地元の高校に進学をいただけることによって、それぞれの人

生の中で、高校３年間の生活は非常に大きなウェイトを占めますので、

その中で定住等につながっていくというような、そういう視点での制

度設計にはなっております。ただこの制度が出来て１０年近くが経過

をしているということと、高校の進学率が市外のほうに分散されてし

まっている。このこと自身は教育委員会を含めて大きな課題だと認識

しているわけでございますが、トータルで見たときにどうなのかとい

うような御指摘だと思いますので、今すぐにどうということではない

のかもわかりませんけれども、市内高校へどんどん行ってほしいとい

う考え方もある中で、その辺のバランスというか、適切な施策の出し

ていき方ということについては、引き続き検討していきたいと思いま

すので御理解いただければと思います。 

安井委員    高校遠距離通学補助金について、対象者の内、公共交通利用者が６

人となっているのですが、後期が０件となっています。その理由につ

いて説明をお願い出来ますか。 

企画総務部   高校遠距離通学補助金の公共交通利用者の後期の０件につきまして

は、新型コロナの関係で学校が休みになり、通学される方が減ったと

いうのが一つと、定期の購入に対して補助金を出しているという制度

になるのですけれども、通学日数が減ると定期を買うよりも、その都

度お金を払って切符を買ったほうが安くつくというようなこともあり

まして、補助金を利用されなかったという方が多かったということに

なります。 

森本議長    ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動推進事業について、地方都市

への移住の流れにしっかりと対応いただいて、５０組１２４人に移住

していただいたということは非常にうれしいことで、この流れをこの

まま維持をしてもらうには、やはり物件の発掘といいますか、登録し

てもらうことが１番大切だと思います。住みたいという人が増えても

物がなければ住んでもらえないと思うのですが、市長が地域の推進員

さんの会に回ってお願いをしておられる中、物件の確保のめどが大丈

夫なのかということをまず確認させていただきます。 
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次に、移住後の状況ですが、移住をしていただいた皆様方、本当に

地域と協調しながら、地域づくりを含めて、順調にというか、機嫌よ

くお住まいをいただいているのかどうか、把握しておられたら御報告

をいただきたいと思います。 

また、丹波篠山暮らし臨時相談会ですが、神戸１回、大阪２回行っ

ていただいたということですが、コロナ禍でなかなかイベントを開催

するのが難しい状況の中で、集まってくださいというのも難しい中で、

頑張っていただいたときの状況といいますか、反応といいますか、何

か御報告をいただけることがあればお願いをしたいと思います。 

企画総務部   まず１点目の物件の確保につきましては、今１番の課題だと思って

いるのですけれども、市内の不動産屋さんのほうに聞きましても、御

相談いただいても物件がなかなかないというお話は聞いております。

といいますのは、今コロナの関係で非常に不動産屋さんは忙しくて、

ふだんは閑散期に物件発掘をされるのですけれども、ずっと忙しくて、

それに手が回らないとお聞きしております。また物件所有者の方につ

きましても、市外にお住まいの方が多くて、こっちに来て御相談とい

うのはなかなかしにくい。緊急事態宣言が出て外出自粛というような

形ですので、オンラインやお電話での対応はさせてもらっているので

すけれども、例えば登記簿を見て修正か所があるということになると、

出歩かないといけないというのもありますので、その辺が進んでいな

いというような状況はございます。ただ、これまで大変物件が動いて

いるという状況が、空き家の所有者の方にも伝わってきておりますの

で、私が持っている物件も売れるんじゃないかと所有者さん自身が前

向きになっていらっしゃるというのは、相談の窓口でも聞いたりしま

すので、今後そういったところになるべくどうですかというような形

で、推進員さんなどにも協力してもらいながら声をかけて、物件発掘

に努めていきたいと思っております。 

次に、移住された方につきまして、移住を決められた際に自治会の

ほうへの御挨拶も一緒にお伺いして、そのあとまた何かありましたら

御本人さん、または自治会の方を通じて御相談いただくなどの形をと

っております。また移住された方につきましては、移住希望者への移

住体験を語っていただくなど、いろいろとお世話になっておりますの

で、そういったお願いや連絡をした際に、どうですかというお話を聞

いたりですとか、あと起業される方につきましては、引き続きいろい

ろお話をお聞きしたり、いろんな形でサポートを行っております。 
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臨時相談会につきましては、県と合同で行っているものに一緒に参

加したという形になりますが、今、コロナもございますので、完全予

約制で実施しております。今年度につきましては、オンライン併用と

いう形で取り組んでおります。現地に来ていただく方と、参加出来な

い方はオンラインで相談も受け付けるという形で併用して運用してい

るところです。暮らし案内所でもリモート相談を受けておりまして、

臨時相談会に来られた方が、リモートで後日御相談にこられるという

ことになっておりますので、臨時相談会に来られなくても、後で情報

をキャッチして来ていただいているというような状況です。 

森本議長    移住いただいた皆様方は、機嫌よく、丹波篠山ライフを送っていた

だいておると受け止めさせていただきますが、よろしいですか。 

企画総務部   全ての方に確認をとっておるということではないのですが、暮らし

案内所、あるいは定住促進推進員さん等の話を聞く中では、良いこと

として、来てよかった、景色がきれいなところで住んで改めて良いと

ころであったという話も聞いているところですので、全般としては満

足していただいているのではないかと考えておるところです。今後も

そういう機会がありましたら、聞き取り等を行っていければと思いま

す。 

原田委員    （繰越明許）企画一般事務費について、丹波篠山の家モデルハウス

設計業務のことについてですけれども、大手住宅メーカーとの競争力

を高めたいという意思はどの程度持っておられますか。また、気候風

土・文化に合った造りは大事だと思うのですけれども、いわゆる暑さ

寒さ対策といった快適性の部分で、その辺は十分担保されているのか

と思ったので、その辺を聞かせてください。 

企画総務部   丹波篠山の家でございますけれども、先日竣工式をさせていただい

て、１０月２日、３日には予定をしていました１日１０組のモデルハ

ウス見学者が２日ともいっぱいになったということで、非常に関心を

持っていただいていると思っております。今後も引き続き、モデルハ

ウスの見学会を実施しておりますので、また議員皆様にも機会があれ

ば見学していただけたらと思います。 

この丹波篠山の家の主要な目的としては、最近の丹波篠山市内での

住宅が全国どこにあっても同じようモデルハウス形式のものが建って

くる中で、以前に市内の工務店さん中心に百年家の提案もいただきま

したけれども、そういったものが少し、その後見えなくなってきてい

るということもございましたので、もう一度改めて考えていただく必
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要があるのではないかということを、考えていきたいということの中

で提案させていただきました。委員会には住倶楽部さんでありますと

か、建築協会さん、そういったところにも入っていただいて、どうい

うものであれば現代風の若い方々にも選んでいただいて、なおかつ丹

波篠山の風土に合ったものが建築できるのかということで、景観も含

めて協議をさせていただいたところです。写真にありますように和瓦

を使っていただいたり、左官仕上げの壁にしていただく。また焼き杉

等を使っていただくということで少しでも旧来からある丹波篠山の農

家住宅のようなイメージを保ちつつ、なおかつ快適性を追求できる、

そういうようなイメージに仕上げていただいております。特に下屋と

言われる２階と１階部分が少し横から見ると三角形になるような総二

階建という形にならないことで、景観的にも非常に落ちついた雰囲気

が出せるという、それが特徴だということで、そういったことも視点

に加えさせていただいております。大手住宅メーカーさんとの競争と

いうことでいうと、金額的な問題でありますとか、嗜好の問題がそれ

ぞれありますので、勝つ負けるという話では決してないのですけれど

も、市内のそういう工務店さんが受注されて、業者さんの育成にもな

るということの中で、より高質なものを適切な価格で販売いただける

ようなモデルハウスを、市のほうで設計をさせていただいた上で、市

民の皆さんにまず見ていただく。そういう形でこのモデルハウス事業

に取り組んだところでございます。 

安井委員    （繰越明許）企画一般事務費について、モデルハウスの件なのです

けれども、設計業務が１２６万５，０００円ということになっている

のですが、家本体の値段と土地の値段とで、合計でこの家は幾らなの

か。将来的にはこれはモデルハウスなのですけれど、売却を考えてお

られるのか、説明をお願いします。 

企画総務部   丹波篠山の家をどういう形でやっていくのかという当初の課題があ

って、どこの部署でやるのかというようなこともございましたので、

総合的に、当時２年前になるのですが創造都市課が所管しまして、現

在は住生活基本計画を持っております地域計画課が所管しておりま

す。住宅に関する今後の在り方、そういったところとタイアップをし

まして委員会を開催して、その委員会の中で、モデルハウスをつくる

のであればどうか。もう一つはそれをどう普及させていくかというこ

とを検討しました。昨年の繰越し事業としておおむね９月を目途にこ

のモデルハウスの設計業務まで行いまして、モデルハウスの建築、今
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後の運用については、現在地域計画課で施工いたしております。なお、

本年の竣工のときの総事業費が３，１１８万１，０００円、そのうち

設計費が１２６万５，０００円含まれているということで、工事費に

つきましては２，８４１万６，０００円ということでございます。残

りの１５０万円については工事監理費ということになっております。

これを今後数年間モデルハウスという形で、地域計画課のほうで建築

組合さんに、市内の工務店さんのＰＲもしていただきながら、お客さ

んにモデルハウスのよさをアピールしていただくというようなことで

委託を行っているところでございます。一定の期間が過ぎましたらモ

デルハウスですので、ハートピア北条団地の中にもございますので、

これをまた違う形でお住まいいただけるようなことを想定した形で今

現在進めております。 

渡辺座長    公共交通対策事業について、コロナの関係でバスやタクシーへの支

援金が、今回計上されているわけでございます。もともと本市の公共

交通の基本的な考え方は、タクシーは公共交通に含めないということ

を聞いていて、会議にも乗り合いタクシーとしてタクシー会社さんが

来られますけれども、通常のタクシー事業として、そこには参加され

てなかったという認識を持っています。ただ、この地域の交通をタク

シーに支えられているというのは、コロナで再認識出来たのではない

かと思っています。公共交通対策事業ということなのですけれども、

今後、タクシーもしっかり含めた中で、事業を市として展開していっ

たほうがいいのではないかという思いがあります。過疎により公共交

通の課題が出ている中国地方では、明確にタクシーまでを含め込んだ

形で、例えば鳥取県だったら、地域交通政策課というところで、タク

シーも含めた形で公共交通という言葉じゃなくて、地域交通というよ

うな形で括って、タクシーも含めた中で行政としてどう取り組んでい

くかということもされています。本市においてもコロナをきっかけに、

そこまで含めた形で考えていく必要があるのではないか。タクシー事

業者のほうも、人材確保にも非常に御苦労もされて、維持していくの

にも非常に大きな課題が出てきていますので、考えるべきじゃないか

と思うのですけれども、タクシーの公共交通においての位置づけは、

今どうなっているのですか。 

企画総務部   タクシー業界につきましても、高田タクシーさんが諸事情によりま

して会社を閉められている状況です。その中で丹波篠山市におきまし

ては日本交通さん１社というところで、タクシー業界がなくなってし
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まった場合は、丹波篠山市としましても一つの交通手段が失われてし

まうということで、先般、タクシー会社の支援ということで、補正予

算をお認めいただいたところです。そのような中で、公共交通対策事

業という中身におきましても、タクシーについては、コロナ対策支援

という形では取り組んでいるところです。その辺りについてもコミュ

ニティーバス、またＪＲ関係も含めまして、タクシーについても総合

的な形で考えていく必要があると考えております。他市では地域交通

という位置づけで考えておられるということも、今座長からお聞きま

したし、その辺りについても検討して取り組んでいけたらと考えてお

ります。 

企画総務部   公共交通の中にタクシーの概念を含めないという座長からの御指摘

で、これまでもしかしたらそういう言い方をしてきたところがあった

のかと改めて感じました。そもそも公共交通については、生活交通と

観光交通があります。特に丹波篠山市の場合、観光交通も非常に大事

なのですけれども、創造都市課の交通施策でする分については、主に

生活交通をお預かりしているという状況でございます。その生活交通

の中に、乗り合いバス等の主に路線バス関係とタクシー関係が本来二

つあって、タクシー関係のものが公共交通ではないという認識につい

てですが、本来は法的にもないと理解をしています。ただ、市民の皆

さんの移動手段をどうするのかといったとき、これまではコミュニテ

ィーバスしかり、乗り合いタクシーしかりでございますけれども、主

に乗り合いという部分での公共性、１人ではなく皆さんで使っていた

だくという意味での乗り合い関係のところに、まず第１段階として軸

足を置いてきたと認識をいたしております。先ほど課長からも申し上

げましたように、９月補正におきましてもタクシー業界さんが非常に

苦しんでおられるということでの助成金も、公共交通対策事業で上げ

させていただいております。今後はタクシーも含めての考え方という

形にしていかないといけないと認識をいたしているところでございま

すので、御理解いただければと思います。 

原田委員    地元就職促進費について、私の知っている範囲では丹波篠山市の場

合は充実してもらっていると思っています。特に、企業紹介ガイドブ

ックを単費で全戸配布してもらったりして、すごい充実していると感

心しています。説明の中でよく商工会との連携という言葉も出てきて、

ありがたいのですけれど、特にこの企業紹介ガイドブックのことに関

しては、余り今までから連携もなかったように思います。例えば、人
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材確保協議会では一緒に活動させてもらったりしていますけれども、

地元就職ということに対して、もう一つ関心を傾けてもいいのではな

いかという意味で、さらに連携を深めてもらうといいますか、そんな

ふうにしたほうが、まちのためにもいいのかなと思います。それと商

工会のほうでも県の連合会という組織があって、そこは県の補助金を

配分する組織なのですけれども、その中でこういうガイドブックをつ

くるのに活用しやすい補助メニューもありますので、そことうまく連

携してやるとこの費用も半分以下に収まる、そんな方法もあるし、さ

らに連携を深めてほしいという思いでお願いをしたいと思います。 

企画総務部   商工会との連携については、引き続き行っていきたいと考えており

ます。このガイドブックについては、２年に１回発行しておるところ

です。先般ですと、高校生の就職フェアや、キャリア教育講座などで

各企業さんに御協力いただきまして、地元就職の取組にも努めておる

ところです。その中で先ほど言われました商工会さんとの連携を通じ

て、補助金の話もしていただきましたが、そういうところも１度確認

をして、何か費用面でそういうところを活用させていただいて、より

充実した内容、また費用も安価な方法で進められるような形を調査研

究していきたいと思います。また御指導よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

 

ブランド戦略課 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

安井委員    電子計算費について、ＲＰＡの導入によって仕事を効率化して１６

０時間削減出来たということでしたが、それによって例えば人が減ら

せた、あるいは残業手当が減ったといった効果は出ているのでしょう

か。 

企画総務部   具体的に申しますと、人員の削減というのは今のところは実現して

おりませんが、時間外勤務であったり、例えばほかの必要な業務にそ

の分が注力出来たりというような効果につきましては実感しておりま

す。 

安井委員    ＲＰＡを実際どういう業務に使って効果があったのか、具体的に説
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明をお願い出来ますか。 

企画総務部   ＲＰＡにつきましては、主に集計作業や単純な繰り返し作業が非常

に得意でございます。具体的に申しますと、例えば時間外勤務の計算

を総務課で導入しています。これまでは、それぞれの課で計算したエ

クセルデータを紙ベースで提出してもらって、再度総務課の職員が手

で入力をするというようなプロセスを繰り返していたのですが、今は

それぞれ担当が作成しましたエクセルデータをＲＰＡにかけまして、

自動計算させるということで非常に効率的な運用になっております。 

隅田委員    ＲＰＡの導入により１６０時間の削減が出来たということですが、

ほかの自治体を見ておりますと、１，３００時間の削減が出来たとい

ったところがあるのですが、そういう面からすると、導入初期段階で

の削減のような印象を受けるのですが、今後、例えば数年先にどのぐ

らいの削減ができるという目標は持っておられるのでしょうか。 

企画総務部   １６０時間の削減が他市と比べてどうかということでございます

が、例えば職員数が仮に多いところは、それぞれ１人当たりの削減時

間が２時間としても、１，０００人がいる市役所でしたら２，０００

時間という削減時間数になろうかと思いますが、本市の４６０名とい

う職員数を考えれば、１６０時間というのが少ないとは考えてござい

ませんが、これからもっと拡充していきたいという気持ちは持ってお

ります。ただ担当課としましては、ＲＰＡを導入したら効率化できる

ということはわかっていても、目の前の業務に追われてしまってＲＰ

Ａの導入に二の足を踏むというところがございますので、こういった

ところを支援していかないと進んでいかないということで、情報政策

係を中心に現在は押売のような形で各部署を回りまして、ＲＰＡの導

入により効率化できる業務はないか、聞き取りを行っています。具体

的に削減目標時間は持っていないわけでございますけれども、効率化

できる業務を掘り起こしまして、ＲＰＡを全部署に広げていきたいと

考えています。 

隅田委員    それを進めていくには、各課にＲＰＡやＩＣＴに長けた知識のある

職員をそれぞれ配置する必要があるのではないでしょうか。不得手な

人ばかりの課になると、なかなか導入というのは進まないと思うので

すが、その辺りはどう考えておられますか。 

企画総務部   必ずしもＩＣＴに長けた職員がそれぞれの課におるとは限りません

ので、情報政策係の職員が行きまして、何か困ったことはないか、も

しくはどういう仕事をしているのかを聞き取りまして、そこで伴走型
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のような形でそれぞれの職員とこの仕事の内容に基づいて、情報政策

係がシステムをつくり、各部署職員が使うという形で進めていこうと

思っています。最近はどの部署でも必ず専門の業務システムというも

のがあるものですから、運用までいきますと、恐らく使えるのではな

いかというところで、苦手な職員のカバーをそういった面で出来ない

かと考えています。 

隅田委員    国のほうではデジタル庁が出来て、デジタルの推進ということで、

自治体基幹システムを統合するということで、ＤＸが言われて３６項

目でしたか、自治体の１７でしたか、政府と自治体の統一したシステ

ムを導入するといった流れになってきておりますが、またそれにマイ

ナンバーもくっつけてという。免許証や健康保険証など、それにはも

う来年度か今年度の補正か、数万円のポイントをつけるといったこと

が新聞記事等で出ておりますが、市として、自治体ＤＸへの取組や方

向性について説明をお願い出来たらと思います。 

企画総務部   国のＤＸ等に対する市の方向性ということでございますけれども、

本９月議会でお願いをしておりました補正予算において、キャッシュ

レスの導入ということで、今までの現金でのやりとりをなるべく少な

くするというところにまず着手したところでございます。 

また、先ほどお尋ねいただいておりましたＲＰＡですが、これにつ

いてもＤＸの範疇ということになりますが、令和２年度決算時の数字

ですので、ＲＰＡ導入による効果を１００数十時間ということで申し

上げましたけれども、昨年までは導入から黎明期といいますか、最初

の導入段階ということでございましたので、非常に少ない削減時間で

はございましたけれども、本年度現時点での削減効果は、７００時間

を超えており、年間を通せば恐らく１，０００時間を超えてくるので

はと考えております。ＲＰＡ以外にもそういった電子的情報を扱うツ

ールというものがいろいろございまして、それらを含めていろんなも

のを組合せながら、削減ということも進めておりますので、各種、Ｒ

ＰＡですとかＡＩ－ＯＣＲといった新しい技術を使ったツールですと

か、仕組みを導入し始めて、広げていっているという状況でございま

す。これからも引き続き広めていこうという方針でございます。 

隅田委員    各自治体でＩＴに長けた職員が少ない。まだまだ政府からの助力も

あって複数の自治体でＩＴに長けた職員を採用、活用するというよう

な話も聞きますが、当市においてはそのような人材を無理に採用しな

くても、現状の体制で取り組んでいけるという認識でいいでしょうか。 
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企画総務部   他市では、特にＩＴ企業にお勤めされておられた方を市で採用して、

ＩＴの構築などをさせるという動きは広まってきているのは確かでご

ざいますし、国のほうもこういったところを進めてきているというの

も確かでございます。今、私どもといたしましては、様子を見ている

状況でございまして、市の職員となりますと、定年までというような

形になります。そういう方法がいいのか、あるいは必要に応じて委託

というような形で、数年間そういった方にお越しいただくなど、方法

というのは様々あろうと思いまして、その辺りのメリットデメリット

を検討いたしまして、いいほうで進めていけたらと思っています。 

大上副座長   ふるさと一番会議事業について、コロナ禍の中、令和元年度はお出

かけ市長室を実施し、令和２年度は人数制限を行い、開催会場を減ら

しての開催だったということなのですけれど、令和３年度以降、令和

４年度も含めて、もとの小学校区での開催を基本的に考えておられる

のかどうかお聞きします。 

企画総務部   令和３年度につきましては、今各地元の自治会長様と日程調整をし

ておりまして、市内２０か所の開催ということで、１１月の中頃以降

の開催予定で進めさせていただいております。 

大上副座長   また元に戻るということで、多様な意見を聞かせていただく機会は

大事だと思います。意見を聞かせてもらうというよりも、市が進めよ

うとしている政策を説明するという機会は、できるだけ大勢の方に聞

いてもらうほうがいいと思います。これまでからもいろいろと懸念事

項の中で、女性の参加率が少ないということがあります。最近では自

治会の中でも女性役員を登用したらどうかという話も出ている中で、

できるだけその時間帯にもよると思うのですけれども、女性の参加を

促していくような、そういった取組というか、手法を検討されておら

れるのかどうか。検討されていたとしたらどんな話になっているのか、

お聞かせ願えればと思います。 

企画総務部   以前からおっしゃっていただいたように課題の一つとして頭を悩ま

せているところです。昨年度はコロナ禍で６か所での開催で、参加者

も残念ながら絞らないといけないという状況でございました。しかし

ながら、昨年の実績を見ておりますと全てで１５７名の参加をいただ

いたわけでございますけれども、その中に女性の参加者が多かった地

区もあった印象がございました。それはＰＴＡの役員の方々などで、

女性の参加がこれまでよりは多かったという印象になったところでご

ざいます。ただ、今回につきましても、２０か所で開催させていただ
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きますが、地元の公民館で開催となりますと少し会場が小さいですの

で、参加者を絞っていかないといけないという中で、昨年度と同じよ

うにＰＴＡの役員さん中心に、女性の皆様方にも多く参加していただ

きたいという思いは持っております。 

渡辺座長    ふるさと大使事業について、丹波篠山ふるさとＰＲ奨励金の選定プ

ロセスについて、基準としては全国レベルで活動する方ということに

なっているかと思うのですけれども、そういった方が全員対象になっ

て、手続を踏んでお渡しをされているのか、その辺りどうなっている

のか説明をお願いします。 

企画総務部   ふるさとＰＲ奨励金につきましては、ふるさとＰＲ奨励金交付要綱

というのを定めまして、それに基づきまして事業を行っております。

対象となる方は、市内に在住される方で主に市内で活動をする個人、

もしくは主に市内に在住される方で構成されて、主に市内に活動拠点

を置く団体というような形で、予選会を経て、次に掲げる団体等が主

催する全国的な規模の大会ということでスポーツ活動でありました

ら、日本体育協会や文科省、厚労省、また、芸術文化であれば文科省

が主催をする全国規模の大会に出場されたというようなところを条件

にさせていただいております。この中で、全国規模の大会になりまし

たら、情報もつかめるわけでございますけれども、あくまで申請制で

ございますので、交付申請していただくというような形になりますの

で、交付申請が出てきた方々が対象というような形になってございま

す。その中で午前中の審査で渡辺座長から表敬訪問のお話が出ており

ましたけれども、表敬訪問は、全国大会のＰＲ奨励金を出すというこ

とを公に広く周知したいので、表敬訪問いただいていますので、表敬

訪問していただいた方だけに奨励金を出すということではありませ

ん。 

安井委員    ふるさと大使事業について、ふるさと大使に３組、１６人がなられ

ており、印刷製本費としてふるさと大使の名刺が作成されています。

ふるさと大使の方には名刺を１回渡したらもうそれで終わりなのです

か。丹波篠山のＰＲをしてもらおうと思ったら、名刺がなくなった頃

にまた新しい名刺を渡して、それをあちこちでばらまいてほしいとい

うことだと思うのですけれど、その辺りはどうなっているのでしょう

か。 

企画総務部   名刺ですけれども、昨年度までは年に１回、決まった数をつくって

大使の皆さんにお配りしているといった状況で、追加等はしておりま
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せん。 

安井委員    大分前から大使になっていただいている方もありますが、そういう

方々へのフォローなどは十分なされているのでしょうか。 

企画総務部   昨年の担当者からもいろいろ聞いており、改善していかないといけ

ないところは改善していくというような方向で進めていますけれど

も、長くお務めいただいている方に対しましてのフォローというのが、

少し不十分かなという気持ちも持ってございまして、毎月の市広報紙

の発行時にお便りを送りながら、コンタクトはとっておりますけれど

も、今年からは広報紙だけではなく、トピックスも含めて、できるだ

け大使の皆様方とコンタクトを密にするという方向性を持ってやって

おります。 

 

 

■会計課 

日程第１ 認定第１号 令和２年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

会計課 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

安井委員    会計管理費について、硬貨計数機が壊れて購入したとのことですが、

壊れてから新しいのを注文して、納品されるまでどのぐらいの期間が

あったのですか。 

会計課     業者さんに発注してから２週間ぐらいで対応をしていただいており

ます。 

安井委員    その間大変だったと思うのですけれど、その間は人海戦術で数えて

いたということなのですか。 

会計課     細かい硬貨については機械を通して確認をするということで使って

いたのですけれども、基本全部手計算でしております。 

安井委員    将来的にはキャッシュレスに向かうということで、負担は減ってい

くと思うのですけれども、その移行期間ということで、壊れたら買わ

なければならないとは理解しているつもりなのですけれども、キャッ

シュレスになると、例えば会計課としてどのぐらいの負担が軽減され

ると思われますか。 



 28 

会計課     キャッシュレスにつきましては、いろいろと先進地のお話を聞いた

りもしておりますけれども、今、当市の窓口ではなかなか対お客様、

御高齢の方の対応などがあり、ただ単にお金を収納しているだけでな

く、御質問等をいただくこともあります。キャッシュレス対応につい

ては、確かに今後に向けては必要なことかとは思いますけれども、現

段階で対応を早急に変えていくというようなことはなかなか難しいの

ではないかとは思います。会計課の職員も限られておりますので、キ

ャッシュレスで対応するにしても、そこにはしばらくの間は１人張り

ついているというような形で対応しなければいけないので、即事務の

省力化につながるとはなかなか言いがたいかなとは思います。 

隅田委員    全国市長会公金総合保険料について、公金の移動の際のトラブルに

対応するための保険ということですが、会計課には年度年度で、農協

が入っていたり、三井住友銀行が入っていたりして、トラブルの際は

金融機関の保険が適用されると思ったりしたのですが、この件につい

てもう少し説明していただけたらうれしいと思います。 

会計課     指定金融機関さんが公金を持ち運びなさるときは、指定金さんの責

任で保険に入っておられると思いますけれども、今、月曜日、水曜日、

金曜日に職員が文書逓送という形で各支所を回って、公金を回収して

もらっています。全国市長会公金総合保険は、そのときに事故が起き

た場合の補償ということになっております。 

渡辺座長    先ほどからもありますようにアプリ決算みたいな話もあったりする

わけでございますけれども、支払い方法が多様化してきているという

中で、現状、実際いろんな税であったり、保険料であったり、あるい

は利用料であったり、そういったものの支払いの方法の割合といいま

すか、その辺りの状況や過去からの動向的なものについて、少し御説

明願えたらうれしいです。 

会計課     口座振替や窓口払いの取扱いでございますが、基本的に口座振替に

出される件数が年度によってまちまちというのはあります。ただし市

としてはできるだけ口座振替をしてくださいということで収税課も推

奨しているという動きの中で、確かに店頭の窓口の取扱いという数字

は減少傾向になっています。ただ先ほど申し上げましたようにスマホ

の決済であったり、コンビニでのお支払いができるようになったこと

で、若い世代といいますか、その辺りは利用をしていただいていると

いうことです。直接の管理といいますのは収税課がしてくださってい

るのですけれども、昨年と比較させていただくと、１，５００件程度
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の増になっているということでございました。 

渡辺座長    窓口収納がスマホやコンビニ決済のほうに動いており、それで減少

しているというような分析だと思うのですけれども、支所等での収納

もあったりしますが、それは本庁でも支所でも同じような状況になっ

ているのですか。 

会計課     どこの支所でも同じように取り扱いが出来ますので、地域の方は支

所に納めていらっしゃる方も、窓口へ納めていらっしゃる方もありま

すけれども、おっしゃったように、件数としてはどんどん今風の流れ

になっているのではないかと思われます。以前のように一括納付とい

いますか、前納報奨金があった当時みたいに、初めに集中するわけで

はなく、国保税でも期別納付になっていますので、毎月コンスタント

に支所に行かれる方もいらっしゃいますし、窓口に来られる方もいら

っしゃいますというような状況でございます。 

隅田委員    決済アプリですけれど、例えば主なものはどのようなアプリがある

のでしょうか。 

会計課     基本的には、今、市が認めている分につきましては、ＬＩＮＥＰａ

ｙ、楽天銀行の楽天アプリ、ＰａｙＰａｙ、ＰａｙＢ、ゆうちょＰａ

ｙ、ａｕＰａｙの六つのアプリが使えるようになっております。 

隅田委員    最近は、市民課に行って住民票などをとっていないのですが、例え

ばその場所でＱＲを読み込んでＰａｙＰａｙで払えたりできるのです

か。 

会計課     今のところ対象の税目等が市県民税、固定資産税、軽自動車税、国

保税、上下水道の料金と介護保険料となっております。 

 

 

■行政経営部 

日程第１ 認定第１号 令和２年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

財政課 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    昨年４月から５月に半額グルメが行われました。当初は５００万円

ぐらいの予算だったと思うのですが、５月の連休で非常に出たいうこ
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とで、最後５，０００万円ぐらいまで、追加予算で行ったと思うので

すが、そういった予算の組み方、執行というのは、財政課としてどう

考えておられるのか。ある一定の枠をつくって、その枠の中で事業を

行うというのが普通だと思うのですが、予算が１０倍ぐらいに広がっ

たというあたりは財政課としてはどういうふうに考えられますか。財

政課が指導するというものでもないのですか。 

行政経営部   ご指摘の件につきましては監査委員さんからも御指摘がございまし

て、基本的な考え方ですけれど、当然予算あっての事業ですので、予

算の中で執行していただくのが原則と思っております。ただ今回につ

いては反省というか、それがトータルで管理が出来ていなかった部分

が結果的にあったのかなと思いますので、その辺は担当課にもそれ以

降の事業については指導させていただいて、予算の中で執行していく

ということをずっと言わせていただきました。反省としては、事業を

市で予算計上して仕組みをつくった。それをまた観光協会に委託をさ

れて、それが実際現場では、末端の各店舗で実施されたというのがあ

って、結局各店舗によって事業費の配分がうまく出来ていなかった。

それでどんどんどんどん現場のほうで、突っ走っていった感があった

のではと思っています。その辺、予算管理が十分出来ていなかったと

いうことは反省として持っています。 

渡辺座長    今回決算審査ですけれども、今年に入ってから当委員会のほうとし

て再生計画の在り方みたいなことでいろいろと御意見を申し上げてき

たわけです。再生計画をつくってから決算に基づいて、その進捗状況

みたいなものを必ず９月の議会の最終日の後の全協か何かで報告をい

ただいていました。今年はそれがなかったというようなことで、今ま

では必ず９月議会中に報告があったと思っていたのですが、改めてに

なるのですけれども、前年度の決算を締めて、次のことをきっちりと

見ていくみたいな再生計画の毎年見直しをするというような話は、現

時点でどうなっているのか、確認させていただきたいと思います。 

行政経営部   篠山再生計画進捗状況はこれまで、決算が出たタイミングで報告を

させていただいていたかと思います。今回は、区切りという話もござ

いまして、何回か御説明させていただきまして、また、市長とも話を

する中で、今整理をさせていただいているところです。例年９月のタ

イミングで説明していましたけれども、時間を要しており、作業中と

いうことでございます。次回の議会のタイミングで、過去の取りまと

めとあわせまして御説明させていただけたらということで考えており
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ます。 

渡辺座長    令和２年度の決算に基づいて、進捗管理は行われているという理解

でよろしいですか。 

行政経営部   はい。再生計画の影響額ですとか、そういった取りまとめはさせて

いただいております。 

森本議長    企業会計なのですが、水道事業会計、下水道事業会計に少し多額の

繰入れを一般会計から行っています。構造的に独立した企業会計にな

ることは、ほぼ不可能だというのは誰しも理解をしておるのですが、

一般会計を管理していただいている部署として、この多額の繰入れに

関して、何かお考えといいますか、将来的なことも含めて、財政健全

化も含めて、令和２年度決算を締めた段階でのコメントがありました

ら、お伺いをしておきたいと思います。 

行政経営部   主に下水道ですけれど、多額の繰入れを行っております。先ほど起

債の残高の話もありましたとおり、年間２０億円ぐらいの償還をして

いるわけですが、あと２００億円程度ありますので、１０年経てば限

りなく償還が出来てしまうということとなりますので、そうなればこ

ういう繰り出しは必要なくなります。ただ、今度は公共施設等の管理

計画ということで、更新をどうしていくかという課題が出てきますの

で、その中で一定の繰入れ額を考えていくということが必要です。そ

の辺のバランスをどう見るのかは１０年後の繰入れに関しての大きな

課題だと思っております。ただそれも、下水の耐用年数が国の基準で

言えば、大体５０年ぐらいのものをもう少し延ばして、９０年とか、

場合によっては１００年という議論もあるので、そうなれば、今、３

０年ぐらい経っているものでも、あと７０年ぐらい使えるだろう。償

還できるような費用は積み上がっていくはずなんですが、それは財政

上非常に大きな重石になりますし、これから人口減少を見たときに、

財政上今の財政運営をこのまま続けられるかという懸念もありますの

で、その中で１０年経ったときに、その次の更新費用への財政措置を

含めた中で、大きな問題として考えていくべきである事項だとは考え

ています。それは公共施設を管理計画での更新をどうするかというこ

とも兼ね合わせて、検討していきたいと思っております。 

森本議長    １００年というのは無謀な話だとは思うのですが、市全体の健全な

る財政を考える上で、企業会計をいかに健全化へ少しでも近づけてい

くかというのは、やはり私たち全員の大きな課題だと思いますので、

一般会計の担当部署としても将来的な目安をしっかりと持っていただ
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いて、よろしくお願いしたいと思います。 

渡辺座長    質問というよりは、意見みたいなことになるわけですけれども、先

ほども森本議長が言われたような、今後継続して施設なり、いろんな

ハードを維持していこうとすると、大きな出費といいますか、大きな

改修なり、あるいは更新を避けて通れないというふうに思います。こ

れまでは酒井市長も慎重で、大きな出費ということには、結構慎重だ

ったと思っています。その中で清掃センターについては、ある程度の

大きな工事が出来て、あれはあれでよかったというふうに思っている

わけですが、それ以外について、本当に水道の部分については長寿命

化の部分は今していますけれども、ほかの全般的な中で非常に多額の

費用がかかる部分については、本当に１００年とまでは言いませんけ

れど、２０年、３０年ぐらいを見据えた中で、きっちりしていかなけ

ればならないものでしたら、平準化してきっちりとできるような形で

していかないといけないと思います。これまで本市が財政的にしんど

くなったのは、県が下水を積極的に推奨した時期と合併の時期が重な

ってしまったので、本当にもう投資が一時になってしまった。投資が

悪かったわけじゃないけれども、投資の時期が一時になってしまった

という部分がありますので、今、先延ばし先延ばしみたいなことでし

ている部分もあるかと思うのですけれども、していかなければならな

い部分については、順次していくということも考えていってもらわな

いと、また一度にあっちもこっちもということになってもいけません。

これまでから公共施設の維持管理計画の話も出ていますけれども、そ

れについても総論的な話を聞きますが、具体的にそうした個別の施設

でどうするんだというような部分までの話はないので、もうそろそろ

その辺りのことを財政中心にしっかりと将来を見据えてやっていって

もらわなければならない時期になってきていると思います。ぜひとも、

非常に優秀な職員が財政課に集まっていただいていますので、中心に

なって継続的な健全運営ができるような形で、考えてもらえたらうれ

しいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

管財契約課 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 
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【主な質疑】 

隅田委員    庁舎管理費について、庁舎の電気代のことですけれども、以前は１

億２，０００万円ぐらいであったのが、新電力を入札して７，０００

万円ぐらいに下がったと記憶しておるのですが、ここでは電気代が約

１，０１４万円しか上がっていないのですけれど、庁舎の電気代とい

うのは、私の記憶が間違っておるのか、極端に数字が違うような気が

するのですけれど、その辺り説明してもらえればと思います。 

行政経営部   庁舎管理費に上がっているのは、あくまで本庁の電気代でございま

す。高圧電力の施設については、今回の場合ですと３７施設ございま

して、それを一括して、見積りを取って安価なところということでや

っております。ここでは、本庁分という理解でしていただいたらと思

います。 

隅田委員    その３７施設を足したら、幾らぐらいの電気代に令和２年度はなっ

ておったというのは分かるのでしょうか。 

行政経営部   決算額までは当課で押さえていないのですけれども、積算するに当

たっての数字でいきますと、消費税抜きで約７，０００万円ですので、

例えば、以前は、施設も若干違うのですけれど、そのときで消費税抜

き１億２，２００万円で、それが大体半分ぐらいにはなっておるとい

うことです。 

大上副座長   庁舎管理費の中で、三階の応接室前を左官の漆喰塗りをされたのを

拝見しました。その施工にあたっては、材料費のみが決算額として計

上されており、左官組合さんの日当は出ていないということですか。

無償で施工いただいたということでいいですか。 

行政経営部   今回篠山左官技術研究会から申出があって、そこをやりたいという

中で材料費などはもってほしいけれども、人件費は研究会のほうでみ

ると言っていただいたということでございます。 

大上副座長   やったことを否定しているわけではないのですけれども、これを何

に結びつけていこうとされているのか、その辺りがもう一つよくわか

らなくて、確かに環境や健康に配慮すると言うのはいいのですけれど、

例えば来庁された方にそういうものを説明されて、ＰＲされているの

か。ただ、施工してそれで終わりなのか。何かに結びついていくほう

がいいと思いますが、その辺りはどんな状況なのでしょうか。 

行政経営部   どこまでＰＲしているかと言われれば、正直出来ておりません。聞

かれれば、答えているというのが現状でございます。 

大上副座長   説明がなかったら、多分誰も気づかないと思います。それだったら
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もっと目立つところをやってもらってもよかったのではないかという

ことにもなるので、金額的な話ではなくて、漆喰塗りにしたことをも

っと、ほかにも進めてもらえるような、そんな話に持っていくほうが

左官組合の方にとっても、何かいいものに結びついていくと思います

ので、参考意見としてまたお願いします。 

次に、本庁舎のエレベーターの改修工事ということは、取替え工事

と認識したらよろしいですか。 

行政経営部   そのとおりでございます。もう古くなっておるので、機械のかごと

いうのですか、その分を取り替えるという工事です。 

大上副座長   因みに大体どれぐらいの耐用年数があるものなのですか。 

行政経営部   正確な耐用年数は把握していないのですけれども、実際、物が駄目

になったというわけではなくて、部品の供給が追いつかなくなってく

るということで、いざとなったら使えなくなるので替えていくという

ことでございます。 

安井委員    財産管理費について、物品売払収入があがっていますが、これはど

ういうものを売られたのでしょうか。 

行政経営部   物品売払収入につきましては、分収造林契約をしております立木に

なります。 

渡辺座長    ちなみにどこの分ですか。 

行政経営部   四斗谷になります。 

安井委員    財産管理費の中に公有財産購入費ということで、旧兵庫県篠山庁舎

９４０万円があがっています。取り壊すのに１億円ぐらいかかるから、

これだけの購入金額になっていると理解しているのですが、実際、取

り壊すことに関して、見積りか何かとられたことはあるのですか。 

行政経営部   そこには本館と機械棟があって、今年度は機械棟の解体を発注して

いるところでございます。その積算をする上で、設計業者さんに設計

書の作成を依頼しておりまして、それを今内部で精査して、入札に結

びつけるということでしております。前回、購入の際に御説明させて

もらった数字というのは、県のほうで解体に係る見積りをとって、そ

の金額がこれぐらいかかるということから、その分を控除して、今回

の９４０万円の購入という事になっております。ちなみにそのときの

解体費用というのは、９，３５０万円が県の試算でございます。 

安井委員    ９，３５０万円以内に、市で取り壊すことが出来たらいいのですが、

それより高くついたら、何か高くついたという感じを受けるので、そ

れだったら県に壊してもらってから購入したほうがよかったのではな
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いかと思ったりもするわけなのですけれども、その辺りについての当

局の見解をお尋ねします。 

行政経営部   実際、解体の時期などもありますので、金額が上がるか下がるかわ

からないということが正直あります。ただ、こちらとしてはいろんな

設計書を確認した上で、できるだけこの範囲で収まるような形では、

進めたいとは考えております。 

原田委員    事業監理事務費について、競争入札そのものについてお聞きしたい

のですけれども、基本的に公共投資なので、市民税を払っていただい

ている方に請負してもらったほうが、地域における経済効果が高いこ

とは誰でも分かる話なんですけれど、ルールもありますし、積み上げ

てきた経過もあるので、当然ルールは守らないといけないのですが、

市の考え方としてできるだけその市民税を払っている人に請負をして

もらおうという配慮があるのか、それともそんなことはなしに、基本

的にルールどおりですというスタンスなのか、その辺をお聞かせいた

だいたらうれしいです。 

行政経営部   最初の入札については、できるだけ市内の業者さんを選定したり、

条件として市内業者という形での入札を行っております。 

行政経営部   税金については、滞納が当然ない業者さんということでやっており

ます。納税している業者さんを選定するというわけではなくて、滞納

がない業者さんということでやっております。 

原田委員    市民を優先というお答えかと思ったのですけれど、どのように優先

されているのかが見えないのと、一番肝心なのは今年ですけれど、篠

山東中学校の入札の結果を開示いただいて、失格になった事業者と話

をしたことがあるのですけれども、気持ちが空回りしたみたいな感じ

で反省されていました。何となく、そういう感じの方をきっちり受け

入れるようなシステムなら、よりありがたいというふうに思ったので

質問させもらったのですけれど、どういうふうに優先しているのか、

もう少し具体的に説明いただけたらと思います。 

渡辺座長    具体的な入札の仕組みについて説明をお願いします。 

行政経営部   まず工事に特化して言わせてもらいますが、工事を発注する場合に、

土木工事ですと、ランクを三つほどに分けています。前提としては、

市内業者を指名するなり、参加条件に市内業者とする制限をかけてお

ります。建築工事についても基本的に市内業者を対象としています。

ただ市内業者さんだけでは、落ちないケースが正直、何件か出てきま

す。そういう場合については、市外の業者、県内業者といった形でし



 36 

ていくのですけれども、考え方としては市内業者で競争してもらうと

いうことで、入札は進めております。 

渡辺座長    公用車管理費について、市バスの運行の運行実績ですが、昨年度は

コロナの影響があったと思うのですけれども、コロナの影響がどの程

度あったのか御説明願えたらうれしいと思います。 

行政経営部   数字的なこと言いますと、例年に比べて３分の１ぐらいの運行実績

になっております。その割合で委託料も減ればいいのですけれども、

管理にかかる費用や整備にかかる費用などもありますので、実際には、

１７９万３，０５７円、昨年に比べて減っております。 

渡辺座長    はい、わかりました。３分の１ぐらいということで致し方ないとい

うふうに思っています。これも細かいことで申し訳ないのですが、ま

だ西紀バス、丹南バスという名称が使われています。合併時はそれぞ

れ旧町から持ち寄ったので、その名称でもよかったと思っていますが、

実際車両も更新をされていく中で、この名称については、誤解を生ん

でもいけないので、考え直されてもいいのかなというふうに思います。

意見ですので、また検討いただけたらと思います。 

大上副座長   （繰越明許）公用車管理費について、ラッピングバスの件なのです

けれども、市外で走っていただいて、ＰＲになれば、この費用対効果

というのが生まれてくると思っています。でもこのデザインに関して、

あまり市民の方はいろいろ言われるのですけれども、このデザイン会

社がどうのというよりも市の側からして、コンセプトをしっかり伝え

て、せめてそのデザイン会社から３案ぐらい出してもらった中で、こ

れでいこうというような、そういう決め方をしてもらっていたら、ま

だいろんな意見も出てくると思うのですけれど、これはもう完全にデ

ザイン会社に任せっきりの形で出てきたものを採用ということになっ

たのでしょうか。 

行政経営部   デザイン会社にお願いしている部分があるのですけれども、こちら

から材料提供、こういう写真使ってもらったらどうかといったこと、

また向こうから何案か出してもらったのですけれど、その中のいいも

のというのですか、こちらのほうとして、やっていったらいいと思う

ものを選びました。ただ言われるように、そのデザインと実写と少し

思いが違って、少し暗くなってしまっているというのはあるので、現

在はシールなどを張って、その辺をカバー出来ないかということで、

取り組んではおるところです。 

大上副座長   次そういった機会があったら、前向きに検討をお願いします。 
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課税課・収税課 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

安井委員    賦課徴収費について、差押えについてですが、滞納の場合でどうい

うふうな条件を満たせば差押えになるのでしょうか、その辺りをお尋

ねします。 

行政経営部   まず納期限が過ぎましたら督促状を送ります。さらに３度、４度催

告をさせていただいても納付に至らなかったり、あるいは分割納付の

誓約をいただかなかった場合など、なかなか納付が進まない状況であ

れば、その方の資産を調査し、差し押さえるものがあれば預金等を中

心に差押えを実行していきます。 

安井委員    昨年度は、差し押さえをされた方は何人ぐらいですか。 

行政経営部   令和２年度は、市税等で５２件でございます。 

安井委員    具体的に例えばどのようなものを差押えられるのでしょうか。 

行政経営部   件数的に多いのが消防団員報酬、、消防団を退職された方の退職金

や、預貯金が主でございます。 

安井委員    差押えたもので、金額的には合計でどのぐらいになったのでしょう

か。 

行政経営部   合計で１，２３６万円でございます。 

渡辺座長    昨年コロナの影響があって、いろいろと対策も行われる中で、市税

等の納付猶予のこともあって、課税課長のほうから金額についての報

告もありました。法人さんの分が多かったように思うのですが、特に

法人関係での猶予申請の状況といいますか、その辺りの件数も含めて、

どういう傾向があるのかわかったらこちらも理解させていただけたら

うれしいです。 

行政経営部   法人の猶予の件数ですけれども、１０件ございまして、大口は交通

系でございます。法人市民税が１０件で１，０４７万４，９００円で

す。固定資産税が１７件、これも大口は交通系で、猶予額が４，１２

７万６，５００円です。個人の猶予申請もありますが、件数も少なく、

金額も少額で、個人市民税に関しては４人で２３万６，４２７円です。 

渡辺座長    先行きどうなるかわかないという中で、令和２年度の対策として行

われて、本市でもそれを実施してきたわけですけども、確かおおむね

１年ぐらいで何とか支払いしてくださいということになっていたと思
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います。ただ、それ以降もいろいろと新型コロナの影響も継続してお

りますし、実際本当にその当初言っていた１年でおおむね払ってくだ

さいという部分がいけるのかどうか、少し心配をしています。その辺

りについて国のほうから次の対応の仕方や指針が出ているものなの

か、あるいはないとしたら本市として、まだどこも厳しい情勢だと思

う中で、一定の対策も要るのではないかと思うわけですけれども、そ

の辺りの検討はどうされていますか。 

行政経営部   徴収猶予させていただいている方の収納状況ですが、こちらもそう

いう心配をしていましたが、大口の交通系の会社などは、既に収納で

きております。今の対応としましては、その猶予期限の約１か月前に、

徴収猶予の期限が切れますという案内を送らせていただいて、その際

にまだコロナの影響等がありましたら相談くださいと文面で、お送り

させていただいております。今のところ、目立って入らないという法

人はありませんので、今後も継続させていただいて様子を見させてい

ただきますが、収納としてはほぼ順調にいっております。 

森本議長    個人さんについては、収納担当として肌身でいろんなことを感じて

おられるのではないかと思いますが、例えば非常に厳しい家庭もふえ

ていたり、猶予の中には、例えばシングルマザーさんがふえてきたな

ど、現場として感じられる具体的何かがありましたらおつなぎをいた

だきたいと思います。 

行政経営部   コロナの関係で国からも柔軟に対応するようにという指示もありま

した。これまでも丹波篠山市においては、分割納付の対応もしていま

すので、同じくコロナで影響を受けた方についても柔軟に対応して、

負担になり過ぎないように適切に対応させていただいているところで

ございます。 

森本議長    人数的にどうか。コロナの影響を受けて、柔軟に対応していただけ

る対象者がふえたのか。いや、変わらないということか。何かありま

したらお願いします。 

行政経営部   窓口対応させていただく中で、おっしゃるように失業でありますと

か、シングルの方でもコロナの影響で収入が減っている、勤務日数が

減ってということが多々ございます。手元の資料で分割納付が昨年と

今年でどれだけかということが申し上げられないのですが、今、言わ

せていただいたような内容の相談というのはかなり多くなっておりま

す。当課としても、国民健康保険税や市税で減免の案内をさせていた

だいたり、例えば、コロナでどうしても収入が激減してしまってとい
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うことであれば、そういう対応や生活相談ということで、案内をさせ

ていただいたりという対応をさせていただいている方が多いです。 

森本議長    今手元に資料がないというお話をお伺いしましたけれども、もしそ

ういう状況が、把握というか、私らも共有しておきたいと思いますの

で、もし出せる資料がありましたらまたお願いしたいと思います。 

渡辺座長    件数と理由に関する資料を後刻提出いただくようお願いします。 

（後刻、資料：「納税相談の状況」について、提出済み） 

 

 

■議会事務局 

日程第１ 認定第１号 令和２年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

議会事務局 

【主な説明】 

決算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    議会費について、議会事務局の事務を見ておりまして、会議記録の

作成が仕事量として大変多いのではないかと思っております。今会議

録の作成を支援するシステムを導入されておりますが、さらに業務を

効率化するために、ＡＩを活用したシステムというのを研究されまし

たか。例えばほかの自治体ではそういうのを導入しておるとか、どこ

も導入していないとか、いかがでしょうか。 

議会事務局   ４月から本会議の議事録やいろんな議事録の作成に携わっています

が、今のシステムでもある程度、きちっとしたものができ上がってお

ります。マイク設備を通したものは、ある程度きっちりしたものに変

換できております。また会議の音声を聞くことで、ある程度詳細がわ

かりますので、現在のもので、私としてはある程度のものが出来てい

ると考えております。ただ、時間的には大変かかるのですが、何回も

音声を聞き直したり、修正を加えたりということはありません。 

 

 

■議員協議 

渡辺座長    議員間で議論・確認等をしておいた方がよいこと等があれば、発言

をお願いします。 
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― 意見なし ― 

― 部長等への再質問等なし ― 

― 市長等への確認質問等なし ― 

 

 

■意向確認 

認定第１号 令和２年度丹波篠山市一般会計歳入歳出決算認定について 

― 修正・反対等の意見なし ―  

 

渡辺座長    この結果を含め、各委員との質疑、答弁の内容について、座長報告

を行いたいと思いますが、その報告については、座長にご一任願いた

いと思います。 

また、決算審査に会議記録については、事務局に調製させ、座長、

副座長において内容確認を行いたいと思いますが、これに一任願いた

いと思います。 

― 異議なし ― 

 

 

 

渡辺座長 散会宣告、散会 

 

 

 

 


